
赤磐市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓について

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、一方又は双方が性的マイノリ
ティである二人が、パートナーシップ関係であることを宣誓し、本市が宣誓した
ことを証明するものです。また、宣誓する方に未成年の子どもがいる場合、ファ
ミリーシップ関係を併せて宣誓することができます。

※性的マイノリティ：同性に（も）恋愛感情を持つ人、自分の性に違和
感がある人。

✔双方が成年に達していること ✔赤磐市民、または転入予定であること

✔配偶者がいないこと ✔当事者以外の者とパートナーシップの関係にないこと

✔当事者同士が近親者（婚姻することができないとされる続柄)でないこと

✔ファミリーシップ対象者は、宣誓する人の未成年の子であり、生計が同一であること

★宣誓を行うことができる人

★宣誓に必要なもの

住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 （転入予定の場合は、転出証明書の写し）

配偶者がいないことを証明する書類

ファミリーシップ対象者で
あることが分かる書類

本人確認ができるもの

・戸籍抄本や独身証明書
・外国籍の方は婚姻要件具備証明書

・子どもを含んだ住民票の写し 等
・親子関係を証明できる書類（戸籍抄本等）

・マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きは１点の提示
・健康保険証、各種医療受給者証など顔写真無しは２点の提示

★宣誓することで受けられる行政サービス

サービス名 内 容 担当課

市営住宅の入居
市営住宅の入居申込、同居申請が
可能。

建設課

犯罪被害者等支
援金の支給

犯罪被害者等支援金の遺族支援
金の受け取りが可能。

くらし安全課


